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公費負担医療が適用され，自己負担金

の徴収が生じない患者の場合には，医

療費の内容のわかる領収証は受付しなくても構いま

せんか。(匿名希望〉

差し支えありません。

「保険医療機関及び保険医療養担当規則J(療

担)や「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則J(薬担)で

は.医療費の内容がわかる領収証の交付について， r患者
から費用の支払を受けるときは，正当な理由がない限り，

個別の資用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付

しなければならない」と義務付けています。しかし，公

費負担医療が適用され，結果的に窓口での費用の支払い

が生じない患者の場合には この「患者から費用の支払

を受けると き」という部分には該当しないものと解釈で

きます。したがって， ご質問のようなケースについては，

薬担や療担で義務付けられている領収証は交付しなくて

も差し支えありません。

ただし個々の患者に医療費についてコスト意識を持っ

てもらうことは大事なことですので，患者から求めがあっ

た場合などには， 自己負担金が ro円」の領収証を出すな
どの対応は必要で、しょう。

調剤をしていて疑問に思ったこと，

て官 医師または患者さんに聞かれて図ったこと，
〆F、 ....
ー-〆h 医師に疑義照会して対応したが

一' いま一つ納得できないこと，ありませんか?

皆さんの疑問に各分野の司専門家がお答えいたします。

ご質問をお寄せください。

「質問の募集J要項は57頁にあります。

なお，回答は本誌に掲載することによってのみ行います。

電話やファクシミりによる回答はご容赦ください。

また，特妹なケースの質問は

採用されないこともありますので予めご了承ください。

「後発医薬品への蛮更可Jという指示の

処方せんに基づいて後発医薬品へ蛮更

して調剤しました。実際に調剤した後発医薬品の銘

柄を保陵医療機関へ情報提供しようと思うのです

が，文書により情報提供する場合，何か決められた

樺式などはあるのでしょうか。(匿名希望)
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特に決められた様式はありませんので，保険

薬局ごとに工夫・作成したものを用いて情報

提供すれば構いません。

「後発医薬品への変更可」と指示された処方せんにより

後発医薬品へ変更して調剤した場合には，実際に調剤し

た後発医薬品の銘柄を保険医療機関へ情報提供すること

が求められています。これは，後発医薬品情報提供料を

算定する際の要件とされているだけであって，それ以外

のケースについては，必ずしも法的に義務付けられてい

るものではありませんが 昨年の中央社会保険医療協議

会(中医協)における議論の中で.医師会や病院団体の推

薦委員から「患者が服用している医薬品がわからなくて

困る。実際に調剤した医薬品の銘柄について情報提供し

て欲しい」との強い要望があったことを受けて反映され

たものです。そのため， 日本薬剤師会と しても， 保険医

療機関との連携を図る観点から，調剤報酬点数の算定の

有無にかかわらず後発医薬品に関する情報を提供するよ
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う会員に向けて周知しています。

しかし，後発医薬品情報提供料の算定要件では，処方

せんを交付した保険医療機関への情報提供の方法につい

て，具体的な手段を決めてはいません。したがって，文

書により情報提供する場合には，処方せんを受け付けた

保険薬局ごとに工夫・作成したものを用いて情報提供す

ることになります。ただし 処方せんを交付した保険医

療機関側から特段の求めがある場合などは， それに応じ

た方法・手段により対応することが必要です。

また， 1枚の処方せんに複数の医薬品が処方されており，

後発医薬品への変更が複数品目にわたるようなケースで

は，変更後の後発医薬品の銘柄を単に並べただけでは，

どの先発医薬品がどの後発医薬品に変更されたのかがわ

かりにくい場合もあります。情報提供もしくは様式を作

成する際には，変更前と変更後の医薬品を対比させた表

記にするなど，情報の受け手の立場になって考えること

も必要です。

外用薬に係るレセプトの記載において，

これまでは使用部位〈用法〉まで明らか

にするよう求められていましたが. 2006年4月調

剤分からは使用部位の記載は不要なのでしょうか。

〈匿名希望〉

外用薬に係る用法(すなわち使用部位)につ

いては，調剤報酬明細書(以下， レセプト)

の「処方」欄への記載は省略できます。

レセプトの記載要領において， I処方」欄における用法

については， これまで剤形(内服薬，屯服薬，浸煎薬易

薬，一包化薬，注射薬，外用薬)にかかわらず記載するこ

ととされていました。そのため，外用薬については，使用

部位まで明らかにするよう求められてきたところです。 し

かし， これまでの審査における状況などを鑑み， 2006年

4月調剤分のレセプトからは，外用薬に係る用法について

は記載を省略することができるよう見直されています(表)。
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表 レセプトの「処方j欄への記載方法

改正前 (2006年3月調剤分まで)

所定単位(内服薬(浸煎薬，湯薬及びー包化薬を除く。以下同じ.)
及びー包化薬にあっては1剤1日分，内服用滴剤IJ，屯服薬，浸煎薬，
湯薬，注射薬及び外丹l薬にあっては1調剤j分)ごとに調剤した医
薬品名，用量(処方せんにおいて1日用量による記載でないもの
にあっては1回用量及び1調剤分の投薬全量)，剤型及び用法を記
載し，次の行との問を線で区切ること.
<以下，省略>

改正後 (2006年4月調剤分より適用)

所定単位(内月日深(浸煎薬，湯薬及び包化薬を除く。以下同じ。)
及びー包化薬にあっては1剤ul日分， I大~ijaf防衛斉IJ，屯服薬， 浅煎薬〕

湯薬，注射薬及び外用薬にあっては1調剤分)ごとに調剤した医
薬品名，用量(内服薬については， 1日用益，内服用消剤，注射
薬及び外斤j薬については，投薬全長，屯服薬については1回用量
及び投薬全irk)，期j盟及び別法(外汗i薬については，省略して差し
支えない。また，注品ドI薬については，以下の例により記載する固)
を記載し，次の行との問を線で区切ること。
<以下， 省時>


